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☆働きやすい職場環境づくり
　「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」を果
たすとともに「あらゆる差別の撤廃と
人権教育の推進」に邁進しましょう。

地球に優しい企業人の皆様へ
“�あなたにもできる。
　��ライフスタイルの見直しで、
　　　１人１日１kgのCO2 削減”

◎理　事　会

◎通常総代会
※理事・総代の皆様には予め日程調整をお願いします。詳細につきましては後日ご案内致します。

平成29年度  長野県中小企業団体中央会
理事会・通常総代会開催のお知らせ

日時  平成29年４月25日（火）午後１時　 場所  長野市「ホテル信濃路」

日時  平成29年５月23日（火）午後２時　 場所  長野市「ホテルメトロポリタン長野」

　最低賃金の引上げに取り組む中小企業への支援策として、長野県最低賃金総合支援セ
ンターでは、生産性向上等の経営改善と労働時間制度・賃金制度等労働条件管理に関す
る相談を４月３日からスタートしました。
　この事業は、国（長野労働局）の委託事業（専門家派遣･相談等支援事業）として実施
するもので相談に無料で応じるものです。
　当センターには、コーディネーターが常駐しておりますので、お気軽にご相談ください。

　実施期間：平成29年４月３日（月）～平成30年３月30日（金）
　開 設 日：月曜日～金曜日　但し年末年始（12月29日～ １月３日）は除く。
　開設時間：９時00分～ 17時00分（原則）
　　　　　　※開所時間の繰り上げ・閉所時間の繰り下げの日もあります。

長野最低賃金総合相談支援センター
長野市中御所岡田131-10  中小企業会館４F
担当コーディネーター　山田貞吉・菅原宗男

フリーアクセス 0800-800-3028（又はTEL:026-228-1171）

長野県最低賃金総合相談支援センターの
開設について
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　߳しいΈͦと、たまりしΐ͏Ώのমきおに͗りにقઅのお
ࡊを組Έ合Θͤたେ人気の「মきむすͼ」。すُࣗຫの
ຯを༻したΈͦोはຖ月มΘる３छྨの۩からおΈのΈ
ͦोをબͿことができ、おかΘりࣗ༝です。
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˙ી࣫ثɹੑ׆ԽͷऔΓΈ

　木曽漆器のデザイン力・ブランド力向上を図る
ため、木曽漆器工業協同組合青年部、筑波大学、
長野県、塩尻市と当会が連携、①プロジェクト推
進体制の構築、②空き家の活用、改修による活動
拠点の整備、③若手作家の招聘による創作活動と
移住交流促進、④筑波大学学生との協働による新
たな木曽漆器ブランドの構築、⑤「器の蔵」器と食
のコラボによる情報発信、等に取り組んだ。今回
の研究は、木曽漆器青年部が昨年度作成したビ
ジョン「楢川・工芸の人々が集う街～作り手が住
みたくなる街を目指して～」の実現を目的として
いる。

　成果の一つとして、木曽平沢地区の空き家活
用・改修と若手作家の招聘によるアーティスト・
イン・レジデンス活動（※１）がある。木曽平沢の街
中にある二四重商店１階部分を、歴史ある建築物
を活かしつつ、木曽漆器青年部の活動拠点とする
ための整備が行われた。

ಛूɹฏ28  ౷తܳັྗΞοϓɾۀࣄ

ಛूಛू ฏ28
౷తܳັྗアοϓɾۀࣄ

～ 県内伝統的工芸品の魅力向上と産地の活性化を図る ～
　ຊձɺݝͱʮฏ���౷త工ܳັྗΞοϓɾۀࣄʯͷҕୗܖΛక݁ɺݝͷ
౷త工ܳͷັྗ্ͱ࢈ੑ׆ԽΛਤΔͨΊɺฏ��݄͔̐Βฏ��݄̏·Ͱ༷ʑͳۀࣄʹऔ
ΓΜͰ͖·ͨ͠ɻ౷త工ܳͷ࢈͕ɺൢ ചͷ৳ͼΈɺऀܧޙෆͳͲͷॾΛ๊͍͑ͯΔதɺ
ͦͷղܾͷҰॿͱͳΔΑ͏ʹɺ̍ؒऔΓΜͰ͖ͨࢧԉۀࣄʹ͍ͭͯ·ͱΊ·ͨ͠ɻ

৽ۀࣄల։࢈��ੑ׆ԽϓϩδΣΫτɾΠϊϕータަྲྀձ৽ۀࣄల։࢈��ੑ׆ԽϓϩδΣΫτɾΠϊϕータަྲྀձ৽ۀࣄల։࢈��ੑ׆ԽϓϩδΣΫτɾΠϊϕータަྲྀձ
対　象　：　木曽漆器　南木曽ろくろ細工　信州紬対　象　：　木曽漆器　南木曽ろくろ細工　信州紬対　象　：　木曽漆器　南木曽ろくろ細工　信州紬

ϒϥンυԽに向͚たϫーΫシϣοϓ

࡞さΕた「かしだしͬき」とロΰϚーΫ

˞̍ɹΞーςΟετŋΠンŋϨδσンε׆ಈͱ
　各種の芸術制作を行う人物を一定期間ある土

地に招聘し、その土地に滞在しながらの作品制

作を行わせる事業のこと。
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　また、筑波大学芸術系の宮原准教授と当大学の
学生が木曽漆器青年部のメンバーと共同し、新た
なブランド構築のためのデザイン開発及び器の蔵
事業に取り組み、「かしだしっき」（５～10人程で
使用する拭き漆による貸し出し用の漆器）等の製
作も行われた。

˙ೆીΖ͘Ζࡉ
ɹੑ׆ԽͷऔΓΈ

　「南木曽ろくろ細工」の名称を広く告知するため
の製品・技術のブランド化を進め、ブランド理念
に沿った製品開発と販売促進活動によるブランド
力向上を目的として南木曽ろくろ工芸協同組合を
対象として事業に取り組んだ。
　㈲アクシスの羽田プランナーを専門家として迎
え、全体研修会を５回開催、全組合員を対象とし
て個別企業指導を５日間実施した。
　全体研修会では、ブランド化に必要な考え方を
学ぶためマーケティングミックスの勉強会を開催。
個別企業指導では、消費者ニーズと現代の生活習

慣に合わせて「既存製品のサイズ変更」「価格改定」
「南木曽ろくろブランドを意識した既存のパッ
ケージのデザイン変更」「製品保証を設け保証の開
始」「店内ディスプレイの見直し」等、個々の企業
の現状にあった改善が行われた。
　今年度の成果を踏まえ、次年度には南木曽町の
協力を得て、統一ロゴ・マークの制定と、ロゴや
マークの使用できる製品基準の具現化を組合とし
て検討していく予定である。

ʕ ឺͦ͜ࠓɾίϛϡχςΟʔɾڠಇɾ࿈ܞɾڞಉۀࣄͷ୲͍खͱͯ͠ ʕ

ࢯಋを行͏Ӌ田ࢦผ企業ݸ
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˙Πϊϕーλަྲྀձɹ৴भ௹

　新たな商品・用途の開発や他分野と
の連携、伝統的工芸品のイノベーショ
ンを目指す事業者による「交流」「連携」

「相互の意識高揚」を図り新たな挑戦を
行うために交流会が開催された。
　対象としたのは、信州紬を取り扱う
製糸、生地、染色、縫製、卸売、小売
に係わる事業者。絹（シルク）の普及・
販路拡大を図るため、年間３回の交流
会を開催。㈲１onＧの中川みどりさん
を専門家として迎え、シルクを使った

新たな商品開発に取り組んだ。
　｢信州紬｣×｢線画家 田村覚志｣によるネコの線
描画をプリントしたスカーフ、クッションカバー、
帯を、また、｢信州紬｣×｢徳島県 藍染｣によるコー
トを、それぞれ新商品として製作し、発表の場と
して２月のrooms34に出展した。
　今回のメンバーは、組織化されたナガノハンド
シルク協同組合の組合員である。養蚕、製糸、織
り、染めというように、原料からアイテムになる
まで一貫して作れるのが強みであり、新たな事業
展開が期待される。

˙౷ٕܳज़ঝߨशձ

　各産地において、伝統工芸士、卓越技能者など
の熟練技術者等を講師に、伝統技術・技能の継承
や担い手の確保を図るために講習会が開催された。
対象としたのは経済産業大臣指定７品目のうち

「内山紙｣と｢信州打刃物｣、長野県知事指定18品目
のうち｢曲物｣｢長野県農民美術｣｢信州竹細工（須賀
川・中社）｣「信州手描友禅」「栄村つぐら」。年間開
催数は86回。参加者は、118名となった。

ಛूɹฏ28  ౷తܳັྗΞοϓɾۀࣄ

SPPNT会場で৽のઆ໌を行͏中ࢯ

信भ細のٕज़ঝߨश会の様ࢠ

ҭɾ֬อऀܧޙҭɾ֬อऀܧޙҭɾ֬อऀܧޙ
ٕज़ঝߨशձɾҠॅަྲྀʹ͚ͨηϛφʔɾΠϯλʔϯγοϓͳͲٕज़ঝߨशձɾҠॅަྲྀʹ͚ͨηϛφʔɾΠϯλʔϯγοϓͳͲٕज़ঝߨशձɾҠॅަྲྀʹ͚ͨηϛφʔɾΠϯλʔϯγοϓͳͲ
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˙Ҡॅަྲྀʹ͚ͨ౷తܳ
ɹັྗൃ৴セϛφー

　長野県の伝統的工芸品産業の後継者確保を図る
ため、首都圏の学生、移住希望者を対象に、製品・
伝統技術のPR、産地職人との交流などを行うセ
ミナーを銀座NAGANOにおいて開催した。
　第１回は、昨年６月にセミナーと個別相談会を
開催。塩尻市職員による木曽平沢地区の状況説明
の後、木曽漆器の職人として木曽漆器工業協同組
合の宮原理事長と小林専務理事が伝統産業の木曽
漆器について解説、移住体験者として３名が移住
の実体験を話した。個別相談は、３件だった。
　第２回は、昨年９月にセミナーと個別相談会を
開催。飯山仏壇事業協同組合の上海理事長が飯山
仏壇の概要と新たな取り組みについて説明を行っ
た。個別相談は、１名だった。

˙౷తܳۀ࢈Πϯλーϯγοϓ

　伝統的工芸品産業に携わることを希望する学生
等を対象に、希望者の事情に合わせながら産地事
業者においてインターンシップによる現場体験研
修を実施した。実施者は、１名。
　産地は、信州からまつ家具。事業者は、皆木工
作舎（松本市）。当制度を活用したのは、長野県上
松技術専門校木材造形科の生徒で、５日間の体験
研修を行った。

˙৽نबऀۀͷఆணଅਐࢧԉ

　伝統的工芸品の製造に携わる新規就業者を対象
として、その育成に係る費用が助成された。
　利用した事業者は、次の２社。
　◎信州紬　長野県織物工業組合
　　　　織処丸重　就業者１名
　◎木曽漆器　木曽漆器工業㈿
　　　　㈲丸嘉小坂漆器店　就業者１名

ʕ ឺͦ͜ࠓɾίϛϡχςΟʔɾڠಇɾ࿈ܞɾڞಉۀࣄͷ୲͍खͱͯ͠ ʕ

ԉࢧٕज़ͷঝ࢈
˙ࢴࢁʢڠࢴࢁಉ߹ʣ
　・回　数　　９回
　・内　容　　手漉き内山障子紙の伝統
　　　　　　　技術の伝承
　・参加者　　３名

˙৴भଧਕʢ৴भଧਕ業ڠಉ߹ʣ
　・回　数　　12回
　・内　容　　信州鎌製作技術の伝承
　・参加者　　７名

߹ʣۂʢಸྑҪۂ˙
　・回　数　　５回
　・内　容　　広葉樹材曲物技術講習
　　　　　　　ひのき曲物技術講習
　・参加者　　25名

˙長野県ຽඒज़࿈߹会
　・回　数　　初級12回　上級20回
　・内　容　　農民美術木端人形の製作
　　　　　　　講習会
　・参加者　　初級24名　上級21名

˙৴भࡉʢਢլࡉৼڵ会ʣ
　・回　数　　12回
　・内　容　　須賀川竹細工技術の伝承
　・参加者　　10名

˙৴भࡉʢ中社ࡉੜ࢈߹ʣ
　・回　数　　５回
　・内　容　　戸隠そばざる製作技術の伝承
　・参加者　　９名

˙৴भखඳ༑ષʢ長野県खඳ༑ષછঊ߹ʣ
　・回　数　　２回
　・内　容　　小紋型染め技術の伝承
　・参加者　　11名

˙ӫଜ͙ͭΒʢӫଜ͙ͭΒৼڵ会ʣ
　・回　数　　９回
　・内　容　　猫つぐら製作技術の伝承
　・参加者　　８名
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0లࣔձ/")"/࠲ۜ˙

　信州をつなぐ長野県の首都圏 情報発信拠点「銀
座NAGANO（東京銀座）」において、首都圏の消費
者に向けて伝統的工芸品の情報発信・PRを行う
ため、展示販売・実演・体験等のイベントを３回
実施した。

˗ୈ̍ճ��లࣔձ
　昨年の６月17日（金）・18日（土）に開催。メイ
ンテーマは、「木曽漆器と暮らす～体験・移住交
流～」。セミナーが開催され、木曽漆器の職人と
移住体験者から木曽漆器のふるさと塩尻市木曽平
沢と木曽漆器の魅力が語られた。
　木曽漆器の製作実演や木曽漆器の研ぎ出し体験
を通して、手仕事が生み出す木曽漆器の奥深さと
魅力を伝えることができた。
　木曽漆器の体験人数は、18名だった。

˗ୈ̎ճ��లࣔձ
　昨年の９月８日（木）・９日（金）に開催。メイン
テーマは、「信州の伝統的工芸品と産地の魅力再
発見」。セミナーを開催、「信州の伝統的工芸品の
紹介とその工芸環境」「飯山仏壇の概要と新たな取
り組み」について説明を行った。
　飯山仏壇、内山紙、あけび蔓細工、信州竹細工
等、主として北信州の伝統的工芸品を展示販売し
た。飯山仏壇の「彫刻」「蒔絵」の実演、「金具」「蒔絵」
の体験ワークショップも行った。
　飯山仏壇の体験人数は、24名だった。

ಛूɹฏ28  ౷తܳັྗΞοϓɾۀࣄ

։ൃɾൢ࿏։։ൃɾൢ࿏։։ൃɾൢ࿏։
0ɾΞϦΦ্ాɾΪϑτγϣʔɾSPPNTɾ౷工ܳలͳͲ/")"/࠲0ɾΞϦΦ্ాɾΪϑτγϣʔɾSPPNTɾ౷工ܳలͳͲۜ/")"/࠲0ɾΞϦΦ্ాɾΪϑτγϣʔɾSPPNTɾ౷工ܳలͳͲۜ/")"/࠲ۜ

木ી࣫ثの体ݧϫーΫシϣοϓの様ࢠ
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˗ୈ̏ճ��లࣔձ
　今年の２月24日（金）・25日（土）に開催。メイ
ンテーマは「信州の伝統的工芸品をつなぐ」。セミ
ナーを開催、内山紙、信州打刃物、長野県農民美
術、曲物、信州竹細工、栄村つぐら等を対象に行っ
てきた技術伝承事業の経過を報告、パネルを展示
した。また、信州からまつ家具、松代焼、長野県
農民美術の現状と取り組みについて各産地の職人
が説明した。

　「信州からまつ家具ミニ黒板づくり体験」「松代
焼の作陶体験」「木彫こっぱ人形・ワインの栓づく
り体験」のワークショップも行った。
　体験人数は、29名だった。

˙アリΦ্ాలࣔձ

　県内の伝統的工芸品の展示・実演・販売等に
よって、地域の消費者、事業者にPRを行うため、
昨年の11月11日（金）から16日（水）までの６日間
開催した。メインテーマは「信州の伝統的工芸品
ウィーク in アリオ上田」。
　12日（土）には記念イベントとして、大正時代か
ら昭和初期にかけて全国的に広まり、木切れに命
を吹き込む農民美術の魅力について語るための
トークショー「こっぱ人形ってナンダ？」が開催さ
れ、また、信州紬ファッション・ショーも行われ
た。

ʕ ឺͦ͜ࠓɾίϛϡχςΟʔɾڠಇɾ࿈ܞɾڞಉۀࣄͷ୲͍खͱͯ͠ ʕ

൧山ஃ「金۩」の体ݧϫーΫシϣοϓの様ࢠ
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　昨年の11月12日（土）、アリオ上田（上田市）の太陽のコートにおいて「信州紬ファッション・
ショー」が開催された。当日は、小岩井良馬さん（小岩井紬工房）が主催者挨拶と信州紬の紹介を
行い、続いて10人のモデルが、「上田紬」「伊那紬」「松本紬」を装いステージを彩った。また、特
別ゲストとして阿部守一長野県知事も信州紬の着物姿で登場、挨拶を述べた。アルクマも着物
姿を披露して会場を盛り上げた。ファッション・ショー終了後に写真撮影会が行われた。参加
者数は、約250名だった。

ʙ�৴भͷ౷తܳΟーΫ�JO�ΞϦΦ্ా�ʙ
ʬه�೦Πϕンτ�ʭ��h ৴भ௹ϑΝογϣンɾγϣー ։ɦ࠵
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　「南木曽ろくろ細工」「信州竹細工（須賀川）」「お
六櫛」の実演のほか、13日の日曜日には「竹のおも
ちゃづくり」「紙漉によるはがきづくり」「機織りに
よるコースターづくり」等の小学生の無料体験が、
平日には「内山紙」「木曽漆器」「長野県農民美術」

「松代焼」「飯山仏壇（金具・彫刻・蒔絵）」「信州手
描友禅」の大人向け体験が実施された。
　小学生の無料体験人数は169名、大人向け体験
人数は92名だった。

˙౦ژΠϯλーφγϣφϧ
ɹΪフτγϣー˞̎ग़ల

　パーソナルギフト・生活雑貨の国際見本市であ
るギフトショー（開催：東京都江東区「東京ビッグ
サイト」）に、バイヤーに関心の高い伝統的工芸品
の商品を中心に出展した。
　２月８日（水）から10日（金）までの３日間開催さ
れた。展示ブース名は「長野モノ、信州モノ」。信
州竹細工（中社竹細工生産組合）、栄村つぐら（栄
村つぐら振興会）、あけび蔓細工（長野県あけび工
芸組合）の３団体の商品が展示された。
　来場者数は、約20万人。 ˙SPPNT˞̏ग़ల

　バイヤー等との交渉を行うため、伝統的工芸品
イノベータ交流会による新商品を展示した。
　２月15日（水）から17日（金）までの３日間開催
された。場所は、東京都渋谷区「国立代々木競技
場体育館」。
　来場者数は、約１万９千人だった。

ಛूɹฏ28  ౷తܳັྗΞοϓɾۀࣄ

内山ࢴのେ人向͚体ݧϫーΫシϣοϓの様ࢠ

˞̎ɹ�౦ژΠンターφγϣφϧΪϑτγϣー
ͱ

　日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の
国際見本市。出展企業は、約2500社で、いず
れも消費財関連業界の国内のメーカー・輸入商
社・欧米メーカー。生活者のライフスタイルに
対応する新製品を主体に豊富な、多彩な、ユ
ニークな展示が特徴。市場と流通をリードする
最も実質的な業者専門見本市といわれている。

˞̏ɹSPPNTͱ
　ファッションとデザインを軸に、合同展示会
を中心とした複合的なビジネスを展開。2000
年に誕生した合同展示会は、独自の世界観を持
つクリエイターを集積した発信の場所として、
バイヤーやジャーナリストに出逢いやビジネ
スの場を創出してきている。現在では展示会の
枠を超え、イベントプロデュース、小売、地域
産業の活性化など活動領域が広がっている。
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˙ୈ32ճݝ౷ܳల

　１月25日（水）から31日（火）までの１週間、松
本市の井上百貨店で開催された。長野県伝統工芸
品産業振興協議会と共催。メインテーマは「未来
へつなぐ職人の技」。
　28日の土曜日には、特別企画「若手職人による
トークショー」が行われた。
　開催期間を通して長野県内の伝統工芸品の伝統
技術の実演、製作体験、展示販売が行われたほか、
子供たちに気軽に匠の技に触れてもらうため、平
日には地元小学生を対象とした「内山紙の紙漉」

「飯山仏壇の金箔押し」の体験教室が実施された。
３つの小学校で283名の参加があった。その他の
ワークショップの体験者数は、237名だった。

˙ͦͷଞͷలࣔஊձ

˗ফ͚ͨʹ࢈లࣔɾஊձ
　昨年６月１日（水）長野市「ホテル国際21」におい
て、旅館・ホテルなど県内観光事業者を対象とし
て、家具・装飾・食器などへの利用、土産物販売、
製作体験などを促進するために県内の伝統的工芸
品の展示を行った。

˗ୈ67ճશࠃ২थࣜࡇయձ
ɹɹɹɹɹɹɹʮ͓ͯͳ͠ʯग़ల
　長野県の魅力を発信するため、植樹祭（昨年６
月５日（日）開催）の式典会場に隣接して設置され
た「おもてなし広場」において、県内の伝統的工芸
品のPR・取り組みなどを紹介した。

˗̜̓ݝɾܰҪަ௨େਉձ߹Ͱͷలࣔ
　開催地を始めとした我が国の魅力を発信し、イ
ンバウンド観光を推進する等のため、昨年９月23
日（金）から25日（日）までＧ７各国及びEUからの
参加者に対する展示会が開催され、県内の伝統的
工芸品の展示を行った。

˙·ͱΊ

　長野県内の伝統的工芸品の産地が抱えている悩
みは様々であるが、生き残るために必要な「販路
拡大」、後継者への「技能伝承」は共通の課題と言
える。簡単には解決しない課題であるため、本会
としては継続的な支援を行っていく必要がある。

ʕ ឺͦ͜ࠓɾίϛϡχςΟʔɾڠಇɾ࿈ܞɾڞಉۀࣄͷ୲͍खͱͯ͠ ʕ
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　本会は、一般財団法人国土計画協会
の支援金を活用し、地域内外の人が双
方向の交わり“しあわせ”になる拠点、
地域に普段からあるモノを活かした

「人・モノ・情報」の拠り所となる、“交
流の駅”を県下14事業者協力のもと、
14箇所の交流の駅を構築しました。各
拠点での体験、ふれあい、体感等を通
じ各拠点の魅力を伝えるとともに、ネッ
トワーク化することで、信州の魅力を
県外に発信するとともに、地域へ地元
の魅力を発信していきます。交流の駅で、新たな信州の魅力、地域の魅力を再発見してください。
　３月29日、県庁会見場にて14拠点中8拠点の事業者が出席し、「交流の駅」、「交流の駅ネットワーク」
の共同宣言を行いました。宣言の中で、各拠点が交流の駅として行動憲章にもとづき、地域の人々と来
訪者が共に語らい、共感し、相互に楽しむ場所となるように努力し、共に成長し、さらには交流の駅ネッ
トワークによりそれぞれの地域のすばらしさを発信していくことを宣言しました。

৴भަྲྀͷӺωοτϫークͷհ

　ஆসίϛϡχςΟʠަྲྀͷӺʡɺ΄ͬ͜Γͱஆ͔͍ԹΓͱস͍͕ͩ͜·͢ΔɺަྲྀࢪઃͰ͢ɻԿؾͳ͍日ৗͷੜ׆
ҬͰͷΒ͠ɺ業ಛ࢈ɺڷ৯ɺ༷ʑͳମݧΛ通͠ɺҬͷਓͱ๚Ε͓ͨޠʹڞ٬༷͕Β͍ɺ͢ײڞʹٕʹڞΔ所
͕ʠަྲྀͷӺʡͰ͢ɻަྲྀͷӺએݴΛڞ༗͠ɺ行ಈݑষʹଇͬͨӡӦΛ͖͍ͯ͠ࢦ·͢ɻ͋Γͷ··ͷΒ͠ͷ中ʹɺ০Β
ͳ͍ਓ間ຯҲΕΔ͠ํΛ͠·͢ɻ͓ؼ٬༷͕Δࡍʹɺʮ͋Γ͕ͱ͏ʯͱͩͯͬ͘͞ݴΔަྲྀࢪઃΛΓ͍͖ͩͯ͠·͢ɻ

˞ަྲྀͷӺͱは

  交流効果で日本全体の活性化を！季節の
変化を語り合い、昔ながらの手仕事や文
化や生活を楽しんでいる場に、お客様が
加わり、共に語らい技に共感し、相互に
楽しむ経験が生まれる場所、それが【暖
笑コミュニティ“交流の駅”】です。次
世代に引き継ぐ、誇れる地域を創ります。

　“交流の駅”は 人々が集まる場：交流を通じて地域情報を交換し、心と品物、経験を手渡す場です。
　“交流の駅”は 積極性が弾む場：気軽な声掛けが交流の始まり。気持ちの大切さを実感する場です。
　“交流の駅”は 活力を創り出す場：誰でも、どんな話でも。そして意気投合し、動き出す場です。

“交流の駅”行動憲章
　　　　１． 地域の老若男女が集まり、昔話やこれからの生き方・あり方を伝えあいます。
　　　　２． お客様を大きく手を広げて迎え入れ、自発的に、積極的に声掛けを行います。
　　　　３． ありのままの暮らしの姿を提供し、飾らない人間味あふれる接し方をします。
　　　　４． お客様のあらゆるご要望に、笑顔で、持てる能力で、万全を期して応えます。
　　　　５． お客様が帰る際には、笑顔で『ありがとう！』と、云われる場所を創ります。
　　　　６．“ 交流の駅”ネットワークを広げて、元気な人やコミュニティを増やします。

[人は触れ合って成長する！]

暖笑コミュニティ
だんしょう

宣言
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　 交 流 の 駅 参画事業者名 住　　所
1 武 石 株式会社信州せいしゅん村 長野県上田市下武石1026-2
2 丸 子 社会福祉法人まるこ福祉会 長野県上田市長瀬2885-3
3 上 田 半 過 上田 道と川の駅 おとぎの里 長野県上田市小泉字塩田川原2575-2
4 立 科 農事組合法人蓼科農ん喜村 長野県北佐久郡立科町大字茂田井2480
5 上 諏 訪 諏訪湖温泉旅館協同組合 長野県諏訪市上川１丁目1662番地
6 伊 那 一般社団法人伊那市観光協会 長野県伊那市下新田3050番地

7 飯 島
合同会社南信州米俵保存会 長野県上伊那郡飯島町七久保1406-21
有限会社アグリネーチャーいいじま 長野県上伊那郡飯島町3907-1636

8 塩 尻 道の駅小坂田公園（㈱薬師平リゾート） 長野県塩尻市大字塩尻町1090番地
9 安曇野穂高 企業組合Vif穂高 長野県安曇野市穂高有明7751-1
10 大 町 塩の道ちょうじや（一般社団法人縁家） 長野県大町市大町2575番地
11 南 木 曽 有限会社ヤマイチ小椋ロクロ工芸所 長野県木曽郡南木曽町吾妻4689-239
12 松 代 松代陶苑（有限会社松代） 長野県長野市松代町清野2120
13 中 野 なんだ屋有限責任事業組合 長野県中野市大字豊津2508番地
14 飯 山 有限会社美雪食堂 長野県飯山市大字常郷2221

各拠点の情報及び交流内容等詳細については、ホームページをご覧下さい。
URL：http://www.alps.or.jp/koryu-no-eki/index.html

˔ަྲྀͷӺࢀըऀۀࣄ˔
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　平成28年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金は、昨年11月14日（月）から公募
を開始。本年１月17日（火）まで申請を受付。長野県地域事務局では400件を超える申請を受付させてい
ただきました。書面審査及び全国審査会等の審査の結果、３月17日（金）に採択結果が公表され161件が
採択されました。採択率は約39.5％となります。
　詳しい採択の内訳は、以下の通りとなります。

　ものづくり補助金は、経済対策の一環として平成24年度補正予算として計上されてから今回の平成28
年度補正予算で５回目となります。前回平成27年度補正予算までに、延べ1,254件が事業を完了。補助事
業に要した経費では約229億円。補助金額総計は約119億円となります。地域経済にとっては大変重要な
補助金となっており、今後の継続が望まれます。

長野ݝҬࣄہɹ長野ݝதখஂۀاମதԝձ
長野市大字中御所字岡田131-10　TEL：026-228-1206

年度 件数 補助事業に要した経費（税抜） 補助金額
24 339 5,039,560,057 2,839,362,262
25 381 7,578,264,591 3,650,396,515
26 340 5,775,259,068 2,945,881,477
27 194 4,563,688,936 2,500,659,228

合計 1,254 22,956,772,652 11,936,299,482

ものづくり補助金　補助金額等集計表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

問い合わせはこちら

ものづくり補助金161件が採択されました！

地域 採択数
合計

ものづくり 革新的サービス

第四次
産業革
命型　

一般型
小規模型

小計
第四次
産業革
命型　

一般型
小規模型

小計設備
投資 試作 設備

投資 試作

北 信 3 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0
長 野 37 3 22 1 1 27 1 5 4 0 10
大 北 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
上 小 19 2 13 2 0 17 0 2 0 0 2
佐 久 22 1 13 2 0 16 0 3 3 0 6
松 本 21 4 8 4 1 17 0 3 1 0 4
諏 訪 25 6 14 1 2 23 0 2 0 0 2
木 曽 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
上伊那 13 1 7 2 2 12 0 1 0 0 1
飯 伊 18 6 5 1 1 13 0 3 2 0 5
総合計 161 24 85 14 8 131 1 19 10 0 30

（単位：円）
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中 央 会 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

ᶃ　ܾؔࢉॻྨٴͼۀࣄใࠂॻͷ࡞
・  担当理事・事務局が決算関係書類及び事業報告

書の作成を行う。
【決算関係書類】　財産目録、貸借対照表、損益計
算書、剰余金処分案又は損失処理案

ᶄ　ࣄʹΑΔࠪͷ࣮ࢪ
・  「決算関係書類」「事業報告書」について監事の監

査を受けなければならない。
・  監事は、受領した決算関係書類及び事業報告書

について、監査方法・内容・意見等を記した監
査報告を作成し、理事に対し、決算関係書類及
び事業報告書の全部を受領した日から４週間を
経過した日、若しくは理事との合意により定め
た日のいずれか遅い日までに監査報告の内容を
通知しなければならない。

※ 監事の監査権限を会計に関するものに限定した組合
の監事は、「事業報告書」の監査権限がないことを明
らかにした監査報告書を作成しなければならない。

ᶅ　ཧࣄձটू௨ͷൃग़
・  理事長は、理事会の会日の１週間前までに、各

理事に対し、理事会招集通知を発出しなければ
ならない。

※ 監事に業務監査権限を付与している組合は、各監事
に対しても発出しなければならない。

ᶆ　ཧࣄձͷ։࠵
・  理事会では、通常総会の開催及び議案等の決議

をするとともに、監事の監査を受けた決算関係
書類、事業報告書の承認を行う。

ᶇ　ܾؔࢉॻྨٴͼۀࣄใࠂॻͷඋ͑ஔ͖
・  組合は、通常総会の日の２週間前までに、決算

関係書類及び事業報告書を主たる事務所に、そ
れらの写しを従たる事務所に備え置き、組合員
の閲覧に供する。

ᶈ　૯ձটू௨ͷൃग़　ܾؔࢉॻྨɺ
ڙͷఏࠂॻɺࠪใࠂใۀࣄ

・  理事長は、通常総会の会日の10日前までに組合
員に到達するよう、通常総会招集通知を発出す

る。総会招集通知には、議案の他、会議の日時、
場所等会議の目的たる事項を示すとともに、理
事会の承認を受けた、決算関係書類、事業報告
書及び監査報告を添付し、組合員に提供しなけ
ればならない。

ᶉ　௨ৗ૯ձͷ։࠵
・  決算関係書類及び事業報告書承認の件、事業計

画、収支予算並びに経費の賦課及び徴収方法決
定の件、借入金残高の最高限度決定の件、手数
料の最高限度決定の件、役員報酬決定の件（支
給するか否か、すればその額）、　役員改選の件

（役員改選がある場合）、定款一部変更の件（定
款変更する場合）

　
ᶊ　ཧࣄձͷ։࠵

・  役員改選があった場合、役員改選に伴う役付理
事【代表理事（理事長）、副理事長、専務理事等】
の選任が必要な場合開催します。

ᶋ　௨ৗ૯ձٞࣄٴͼॴߦிͷ
ಧग़ॻྨͷ࡞

・  通常総会終了後、速やかに通常総会議事録等の
作成を行います。

※ 役員改選がある場合は、理事会議事録及び役員変更
届出書等の作成

※定款変更がある場合は、定款変更認可申請書の作成

ᶌ　ॴߦிͷಧग़
　通常総会終了後、２週間以内に所管行政庁へ提
出する必要があります。
　⇒決算関係書類提出書
　⇒役員変更届書
　⇒定款変更認可申請書

ᶍ　มهొߋ
・  役員の改選期には、同じ人物が留任した場合で

あっても代表理事の変更登記を、所轄法務局に
て２週間以内に行う必要があります。

・  登記事項（事務所の所在地、地区、事業等）に関
する定款変更を行った場合には、定款変更認可
後２週間以内に変更登記を行う必要があります。

௨ৗ総ձલޙͷॾखଓ͖ʹ͍ͭͯ
　݄̏ʹܾࢉΛܴ͑ɺܾؔࢉॻྨͷ࡞ɺ௨ৗ૯ձͷ४උͷࣄखଓ͖Λ͏ߦ߹͕ଟく͋Δ
ͱ͍ࢥ·͢ɻҰൠతͳ௨ৗ૯ձ։࠵·ͰͷྲྀΕɺ૯ձऴྃޙͷखଓ͖ʹ͍ͭͯ؆୯ʹ·ͱΊ·ͨ͠ɻ
ɻ͢·͍͍ͨ͠ئҰ֬͝ೝ͍͖ͨͩ·͢Α͏͓ࠓ　
　ͳ͓ɺৄ͠くຊձϗʔϜϖʔδΛ͝ཡ͍ͨͩく͔ɺຊձࢦಋһ͝૬ஊく͍ͩ͞ɻ
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ฏ��݄͔̐Β長野ݝͷݱ͕ؔػมΘΓ·ͨ͠
˙ํࣄॴɺҬৼہڵʹͳΓ·ͨ͠ɻ
　 　地域で生じている課題や県民のニーズを的確に把握し、スピード感をもって主体的・積

極的に課題解決に当たる組織として、「地域振興局（10局）」を設置し、地域振興局長のリー
ダーシップのもと地域課題に取り組まれます。地方事務所の業務は、税務・建築関連業務
を除き、地方振興局が引き継ぎます。

　　※なお、協同組合等の窓口「商工観光課」は変わりません。

˙มߋ
　ɾํࣄॴ 地域振興局
 　佐久地域振興局、上田地域振興局、諏訪地域振興局、
 　上伊那地域振興局、南信州地域振興局、木曽地域振興局、
 　松本地域振興局、北アルプス地域振興局、長野地域振興局、
 　北信地域振興局
　　地域政策課 総務管理課（パスポート、防災、NPO法人関連業務など）
　 企画振興課（地域課題窓口、地域発元気づくり支援金など）
　　税　務　課 （県税事務所へ）地方事務所税務課は、県税事務所になりました。
　　建　築　課 （建設事務所へ）地方事務所建築課は、建設事務所建築課になりました。

˙Ҭৼہڵͷׂ
　　地域の皆様の想いをトータルで受け止め、県の現地機関が連携して課題解決に当たります。

ʙҬͷ՝ɺҬͰղܾʙ
　 　地域振興局長が地域の現地機関のリーダーとして「取りまとめ役」となり、関係者が連携

して、より活力ある地域づくりに向けて努力します。

Ҭʹ͓͚Δʮײڞͱରʯ
局長や職員が、これまで以上に地域の皆様のアイデアや想いをお聞きする場を設けます。
・地域振興局長と地域の皆様との懇談
・出前講座　など

Ҭৼڵਪਐඅ
地域課題の解決や地域振興のための
事業を企画・実施します。

ʲҬৼہڵ長ʳ
ʲอ݈ࣄࢱॴ長ʳ
ʲݐઃࣄॴ長 ɾrɾɾ

※ 市町村や地域づくりを実践する皆様の活動に対
しては、引き続きʮҬൃɹͮ͘ؾݩΓ支援金ʯ
により支援します。

協力　　　　       　連携
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ຊ会では、平成29年�月1日で人事ҟಈを行いましたのでおらͤいたします。

人事異動のおしらせ

໊　લ ৽ چ

ᑍ　経࣏ ものͮくり事業ਪਐ෦αポーター 事ࢀ

ླ木　Ұ 事・ಛผࣨ・ࣨ長ࢀ ࿈ܞ開発෦・෦長

؇٧　男 ࿈ܞ開発෦・෦長 ࿈ܞ開発෦ࢦಋ݉開発՝・՝長

দ田　ج ࿈ܞ開発෦開発՝・՝長ิ佐 ౦信事所・ओࠪ

Տ　ਸ吉 ೆ信事所・෭所長 ೆ信事所・ओࠪ

ҪӜ　ಸߐ 総෦総՝・ओװ 総෦総՝・ओࠪ

細田　 ࿈ܞ支援෦支援՝・ओࠪ ࿈ܞ支援෦支援՝・ओ

ॏ野　ਸ ࿈ܞ開発෦開発՝・ओࠪ ࿈ܞ開発෦開発՝・ओ

৽開　༟ل ࿈ܞ開発෦開発՝・ओࠪ ࿈ܞ開発෦開発՝・ओ

१　　೭ ೆ信事所・ओࠪ ࿈ܞ支援෦支援՝・ओ

　໌ ౦信事所・ओ ࿈ܞ開発෦開発՝・ओ

　าඒߥ ࿈ܞ支援෦支援՝・ओ事 ࿈ܞ開発෦開発՝・ओ事

ོ　୩ށ ࿈ܞ開発෦開発՝・ओ事 ࿈ܞ支援෦支援՝・ओ事

山田　貞吉 ࿈ܞ支援෦支援՝・コーディネーター ৽࠾ن༻

ޗ৻　田؛ ୀ৬（平成29年3月31日） ೆ信事所・ओ事

平成29年度  支部総会日程
支෦໊ 日　程 場　　所

佐 ٱ 支 ෦ 5月  �日（月） 佐ٱ市「佐ٱάϥンυホテル」

長 野 支 ෦ 5月10日（ਫ） 長野市「メルύルΫ長野」

দ ຊ 支 ෦ 5月10日（ਫ） দຊ市「Ϟンターχϡদຊ」

上 ҏ ಹ 支 ෦ 5月10日（ਫ） ҏಹ市「ׂ๑ ւ」

上 小 支 ෦ 5月11日（木） 上田市「ホテルԂ」

େ  支 ෦ 5月12日（金） େொ市「中৺市֗ଟతホール」

 信 支 ෦ 5月1�日（火） ൧山市「ホテル΄てい」

木 ી 支 ෦ 5月17日（ਫ） 木ીொ「いΘ」

ਡ ๚ 支 ෦ 5月22日（月） ਡ๚市「3",0՚೫Ҫホテル」

下 ҏ ಹ 支 ෦ �月  �日（木） ൧田市「シルΫホテル」
詳細につきましては後日ご案内いたします。

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
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●都道府県中央会事務局代表者会議を開催
　２月23日、全国中央会において都道府県中央会の事務局代表者が集まり、都道府県中央会事
務局代表者会議が開催されました。
　冒頭、中小企業庁飯田経営支援課長より「中小企業の経営支援関係予算等について」ご講話
いただきました。
　講話終了後、平成29年度中小企業団体中央会の活動方針、全国中央会の事業計画大綱（案）
等に係る検討や、第69回中小企業団体全国大会（長野県：10月26日開催）に関する参加勧奨等
が行われました。

●大村会長、「働き方改革実現会議」（議長：安倍総理）にて意見陳述
　大村会長は、総理大臣官邸において開催された「働き方改革実現会議」（第８回：２月22日）、

（第９回：３月17日）に出席しました。
　第８回の会議において、大村会長は、人手不足が深刻
化する中、中小企業では急な短納期発注対応を余儀なく
されること等から、労働規制の制度設計や支援措置の検
討において配慮を求めるとともに、長時間労働の是正や
同一労働同一賃金の制度の施行にあたっては、周知や準
備のための期間や、生産性の向上、取引の適正化、労務
管理負担の軽減などをパッケージにした中小企業支援策
を講じるよう要望しました。
　第９回の会議では、人手不足が深刻化する中、取引先等の協力なしでは長時間労働の是正は

実現できないことから、政府等のリーダーシップを強く
求めるとともに、現行において残業規制の適用除外と
なっている業種への配慮、新たな制度の施行までの周知
と準備のための十分な猶予期間、災害等の場合の現行制
度の柔軟な運用、新たに策定された「人材不足対応ガイ
ドライン」の周知等を要望しました。

●髙橋専務理事、中小企業政策審議会中小企業経営支援分科会にて意見陳述
　髙橋専務理事は、３月14日、経済産業省で開催された「中小企業政策審議会第14回経営支援
分科会」に小正副会長の代理で出席し、①よろず支援拠点の次年度以降の進め方、②個別経営
課題について支援機関に期待する役割等について意見を述べました。
　席上、髙橋専務理事は、創業支援の視点からみた支援機関に期待する役割として、「中央会
が『企業組合』の設立支援を通じて、地域に根ざした創業、特に６次産業化をきめ細かく支援
している。よろず支援拠点は基本的に県庁所在地にあり、県域の広いところではなかなか相談
にも行くことはできないため、商工会・商工会議所等既存の支援機関との更なる連携が必要で
ある」等を述べました。

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

ୈ̔ճ෩ܠ

ୈ９ճ෩ܠ
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	35年2月࣏໌ ॳ੨ُ٢ɺে༉ͱͯ͠業
	44年࣏໌ ஙݐຊళళฮΛݱ
େਖ਼࣌	 業ค業Λ࢝ΊΔ
ত21年	 ೋُ٢ɺઓΑΓؼΓ࠶։
ত27年6月	 ๏ਓઃ ʮཱ༗ݶ会ࣾਣُຊళʯ
ত50年	 ࢝௮Λ։ࡊ長ೖࣾɻ通৴ൢചɺ野ࣾݱ
ত58年	 ʮ৴भ・ૉͳຯγϦーζʯΛൢച
ত60年	 ৯ຯॲΛซઃͨ͠৽ళฮͷ成
ত61年	 通ൢ༻ίϯϐϡーλͷಋೖ
平成ݩ年	 みͦιϑトΫϦーϜ・ۚഩೖΓみͦ発ച
平成8年5月	 ળޫࣉళ։ళ
平成9年2月	 ʮળޫࣉલみͦʯળޫࣉশ号御ެڐ
平成14年2月	 業100प年Λॕ͏
平成19年10月	 中御所ଂ成
平成21年10月	 所Λຊళ2֊ʹվஙҠಈࣄ
平成25年2月	 業111年（ߖण）Λॕ͏

　明治35年、初代青木亀吉は小諸の酢屋久左衛門商店より暖簾分けを許され現地にて醤油・味噌の醸造
を始めました。その後、明治44年、現店舗を新築し醸造を始めました。大正時代には醤油・味噌の醸造
の他、薪炭業や製粉業なども始め事業を拡大していきました。
　戦後、二代目亀吉が再開し昭和27年に法人化を行い、「誠実、堅実」をモットーに味噌造りに力を入れ

ました。昭和50年、三代目茂人が入社すると味噌の通信販売を開始しま
した。昭和60年には食味処を併設した新店舗を新設し、すや亀は、「門前
みそ」の大のれんと白壁が目印の商家造りとなっています。食味処では落
ち着いた雰囲気のなかでゆっくりと味噌を活かした食事メニューを味わ
うことができます。現社長の茂人氏はその後も「みそソフトクリーム」や
家庭で焼くだけで簡単においしい「銀だら」、「豚ロース」の味噌漬が味わ
える「こんがりシリーズ」など従来のご飯とみそ汁の概念を超えた新しい
おいしさの追求と挑戦を続けています。
　平成８年に開店した、善光寺仲見世通り入り口にある善光寺店では、
表参道の名物になった「みそソフトクリーム」や目の前でこんがり焼きた
てを出してくれる「みそ 焼むすび」、門前甘酒をソフトクリームにした「甘
酒ソフト」などが販売されています。

　これからも、老舗の伝統を守り、新しい「みそ食文化」の伝道者として、すや亀にしかできないことに
取り組んでいきます。

৴भͷ1ʓʓۀا
ɹࣾձࡁܦͷมભͷ中に͋ͬてଟにわͨΓࣄ業をܧଓ͠ɺ
Ҭࣾձに͠ݙߩて͖ͨฮ企業を͝հ͠·͢ɻ

有限会社酢屋亀本店ʢࢢʣ

ୈ1�ճ

事 業 内 ༰　 ΈͦαーϏス産業
 　 業 　 年　໌35࣏年2月
業時の߸　ਣُ
業時の事業　 ে༉・ຯৢ

有限会社酢屋亀本店
長野市後ொ�25

主なあゆみ

　〜味噌屋からみそサービス業へ〜
みそづくり三代・百余年の暖簾を守りながら、みその新しい可能性に挑戦する
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好好好好好好好好好好好好機逸す
べからず

ࣦഊΛ௨ٕͯ͠ज़Λੵ

　省力化とコストダウン
を実現する自動機の開発
に特化し、設計・開発か
ら加工、組立までものづ
くりを一貫して手がける、
ジェー・ピー・イー。
　会社設立から29年にし
て、自動車、電気・電子、
食品、医療、半導体、理
化学などさまざまな業種
にわたる顧客は個人から
超大手まで約320社。手
がけた自動機はほとんど
が一点もので、その数は
１万９千台にものぼりま
す。
　「我々は単なる機械屋
ではなく、顧客の生産技
術、品質管理のスタッフでなければならない。そ
れが創業以来のポリシーです」と工藤武和社長。
顧客の要望に臨機応変に対応できるよう、部品づ
くりからできる体制を作り上げてきました。現在、
最新鋭マシンを含むさまざまな加工設備を揃え、
金属・プラスチックの切削加工、板金、溶接など、
ほとんどの加工を社内で行っています。
　社員は42人。65歳以上の社員も５人活躍し、
技術と経験を活かしています。
　「専用機開発専門でやっていくには技術者30人
前後が良い。そして、私の時間の60％を商品開発
に向けると宣言し、技術者を育ててきました。開
発は技術の研さんと経験がものをいう。まず失敗
し、どうして失敗したのか、どうすればうまくい
くのかを追究し、その経験を通して技術を蓄積し
ていくことが大事だと考えています」

ࣗࣾͷ։ൃʹྗΛೖΕΔ

　さまざまな業種の自動機を手がける同社ですが、
最近は自社製品の開発にも力を入れています。
　そのひとつが、ぶどう、アンズなどの種抜き機。
工藤社長が友人から依頼され、安価なぶどう種抜

き機を作ったのが
きっかけでした。
市場ニーズがある
ことが分かり、得意のロボット技術などを駆使し
て、大きさや形がまちまちな果実から確実に種を
抜く機構を開発、製品化にこぎつけました。展示
会での評判も上々。しかし「なかなか奥が深い」と、
さらなる改良に挑戦中です。
　ものづくり補助金に採択された「果実の表皮の
色測定装置の開発」もその一環。人気の高級ぶど
う、シャインマスカットは出荷時の表皮の色で品
質等級グレードが決まり、全国一の生産量を誇る
長野県には、最高ランクの色で統一して市場に出
したいというニーズがありました。同社ではそれ
を受け、測定機器の開発をスタート。試作機の実
験が収穫時期に限られるため、３Dプリンターを
使い開発時間を短縮しました。
　「カラーメイトⅡ（商品名）は表皮に光線を当

てると厳密に色を判定し、
音で知らせます。畑で使い
やすいようボディも頑丈に
し、値段も抑えました。栽
培農家への普及が進めば、
集荷所での判定・仕分け作
業が大幅に省力化できます」。
工藤社長はそう話し、装置
の普及に期待しています。

ʣࢢձࣾδΣʔɾϐʔɾΠʔʢ্ాࣜג

株式会社ジェー・ピー・イー
代　　ද　代ද取క社長　౻
　　業　19��（ত�3）年10月
ࢿ ຊ 金　3500ສԁ
ຊ　　社　上田市࢜山ߵࣈϊ2329-1
　　　　　5&-�02��-3�-3�01　F"9�02��-3�-3�1�
事業内༰　 専༻ػ、লྗػց、࣏۩等の設ܭ・࡞

おΑͼ開発

手がけた一点もの自動機は１万９千台。
一貫体制で顧客の生産技術・品質管理を担う。

ϩϘοトٕज़Λͨ͠ۦ
ʮछൈ͖ػʯ

γϟΠϯϚεΧοト༻ଌ৭ఆث
ʮΧϥーϝΠトᶘʯͱथࢷ৭ݟຊ

ΧϥーϝΠトᶘ։発ʹ༻ͨ͠
3%ϓϦϯλー

ग़ՙલͷେࣗܕಈػ

ʮͷͮ͘Γิॿۚʯ࠾ۀاΛ๚Ͷͯ WoM.85
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ʮͷͮ͘Γิॿۚʯ࠾ۀاΛ๚Ͷͯ WoM.8�好好好好好好好好好好好機 ʮͷͮ͘Γิॿۚʯ࠾ۀاΛ๚Ͷͯ WoM.ʮͷͮ͘Γิॿۚʯ࠾ۀاΛ๚Ͷͯ WoM.ʮͷͮ͘Γิॿۚʯ࠾ۀاΛ๚Ͷͯ WoM.逸す
べからず

ࣗಈं෦ͰੈքγΣΞͷׂ̏ΛѲΔ

　小松精機工作所は
1953年、腕時計部品
の組立工場として創
業。その後、部品加
工にも手を広げ、プ
レス金型製造から部
品加工・組立までの
一貫生産体制を築き
ました。
　80年代初めには、腕時計部品で培った精密プレ
ス技術を活かして情報機器分野へ進出。フロッ
ピーディスクやハードディスクの情報を読み書き
する磁気ヘッドサスペンションのプレス加工に成
功し、高い生産性と品質の安定性を実現しました。
　さらに80年代半ばには、切削、研磨、レーザー
などの機械加工にも対応し、自動車部品製造をス
タート。ガソリン電子燃料噴射装置の先端に装着
されるノズル（オリフィス）を精密プレス加工で
作ることに成功します。
　「オリフィスは中央に開けた微細な斜め孔から
ガソリンを勢いよく噴射するための重要部品。放
電加工で孔を開ける方法に比べ、加工時間が100
倍以上速く、圧倒的なコストダウンにもつながり
ました。現在、国内はもとより欧米、南米にも供
給し、世界で３割のシェアを握っています」。研
究開発部門を率いる小松隆史常務はそう胸を張り
ます。
　小松常務は2002年、物質・材料研究機構（つ
くば市）と共同で、ステンレス材の成分を変えず
に結晶粒を１ミクロン以下まで微細化する技術の
研究に着手。微細加工時での形状品質安定と部品
強度向上を実現した「超微細粒ステンレス鋼」の
量産化に世界で初めて成功しました。この画期的
な成果は医療分野への展開につながり、今後の成
長が期待されています。

ࠪݕஔͰըظతͳ։ൃ

　同社では超微細粒ステンレス鋼の検査用に磁界
式センサーを使った非破壊測定器を開発。「それ
を土壌分析に使ってみたい、というお話を信州大

学の先生にいただ
いたのが、今回の
ものづくり補助金
申請のきっかけに
なりました」（小松常務）。
　安全・安心かつ生産性の高い農作物づくりのた
めに欠かせない土壌検査。現在は土を溶液に入れ
て成分を抽出・分析するという方法で行われてい
ますが、測定に時間がかかり、料金もかさむとい
う課題を抱えています。
　予想外の農業分野でしたが、金属用が外販の期
待もあり、合わせてコストダウンも図れると試作
開発に着手。カップに入れた土をセンサーの上に
載せるだけで即座に測定できる装置を試作しまし
た。大学からは「世界的に見ても画期的な開発」
と高く評価されています。「ハードではなく、ソ
リューションを提供するというビジネスモデルを
考えている」と小松常務。今後は土壌検査のシス
テム構築に向けた取り組みを検討しています。
　「第42回グッドカンパニー大賞 グランプリ」、

「ものづくり大賞NAGANO 2016 グランプリ」な
ど受賞歴も多く、企業としての取り組みが高く評

価される同社。画期
的な技術開発の成
果を活かし、自動車、
医療、農業を３本柱
に世界的にも競争
力の高い企業を目
指しています。

ʣࢢॴʢਡ๚࡞ػձࣾখদਫ਼ࣜג

株式会社小松精機工作所
代　　ද　代ද取క社長　小দ 
　　業　1953（ত2�）年
ࢿ ຊ 金　9750ສԁ
ຊ　　社　ਡ๚市େ࢛ࣈլ܂原9�2-2
　　　　　5&-�02��-52-�100　F"9�02��-5�-0107
事業内༰　ਫ਼ີϓϨス෦、֤छਫ਼ີػց෦の

時計で培った金属加工技術のDNAを発展させ、
自動車、医療、農業の３本柱で世界を目指す。

ΨιϦϯిࢠ೩料ࣹஔͷઌʹ
ண͞ΕΔΦϦϑΟε

ҩྍثػ部

レϕϧܭଌஔ࡞ࢼͷ࣮ڥݧ
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　今回は、賃金の中の「割増賃金」について記載します。

１．「割増賃金」について
　 　「割増賃金」とは、時間外労働、休日労働、深夜労働を行った場合に支払われる賃金です。割増賃

金は、【１時間当たりの賃金額】×【時間外労働、休日労働または深夜労働を行わせた時間数】×【割
増賃金率】で算定します。月給制の場合、１時間当たりの賃金額については、【１か月の所定賃金額】
÷【１か月の平均所定労働時間数】で算出します。この１か月の所定賃金額には、基本給のほか毎月
定額で支払われる賃金を含めますが、次のようなものについては原則除きます。

　　ただし、次の手当については、内容により判断します。

２．割増賃金を定額支給する場合の注意点
　 　割増賃金を「役職手当」「営業手当」等、他の名目で定額支給するケースがあります。このような

割増賃金の支給方法については、必ずしも違法にはなりませんが、いくつか注意が必要です。

　 　残業等の割増賃金をある程度見込んで年俸制を採用する場合にも、上記と同じような考え方が必要
です。ぜひ１年に１度、手当等の内容も含めて割増賃金を見直しされることをお勧めします。

How To
労 務 管 理

ಛఆ社会อݥ労࢜

中ଜ　ޫࢯ  ࢠ

Recipe

ʮׂ૿ۚʯʹ͍ͭͯ

原則として、1か月の所ఆ
賃金ֹから除֎できる賃金

①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、
⑥臨時に支払われた賃金、⑦１か月と超える期間ごとに支払われる賃金

ׂ૿賃金を「ख当」等、ఆֹ
支څする場合のҙ

①手当が残業代であることを明示する（就業規則、労働契約書等）

②  手当に含まれる時間外賃金（時間外労働、休日労働、深夜労働）に該当す
る金額、及びその労働時間数を明確にする

③ 手当の金額を超える時間外労働、休日労働、深夜労働を行った場合には別
途割増賃金を支給する

ᶃ家ख当
除外できる場合 扶養家族のある労働者に対し、家族の人数に応じて支給するもの

除外できない場合 扶養家族の有無、家族の人数に関係なく一律に支給するもの

ᶄ௨ۈख当

除外できる場合 通勤に要した費用に応じて支給するもの

除外できない場合 通勤に要した費用や通勤距離に関係なく一律に支給するもの
（ྫ）実ࡍの௨ڑۈにかかΘらͣ1日200ԁを支څする場合

ᶅॅख当

除外できる場合 住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給するもの

除外できない場合
住宅の形態ごとに一律に定額で支給するもの

（ྫ） 賃ିॅऀॅډには2ສԁ、࣋家ऀॅډには1ສԁを支څす
る場合
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　弁護士というと一般的に「敷居が高い」とか「費
用がどの位かかるのかよくわからない」というよ
うなイメージがあるようです。中小企業の方から
も弁護士というのは、訴訟になってから依頼する
もの、トラブルになってから頼むもので、普段は
あまりお付き合いしたくないとの声を聞きます。
弁護士は、訴訟以外にどんな仕事をしているのか、
わかりにくいことも一つの原因かと思われます。
　今回、１年間にわたり、長野県弁護士会で主に
中小企業の支援を担当している委員会の弁護士が
リレーで本連載を担当することとなりました。上
記のような弁護士に対するイメージを払拭し、中
小企業の発展に弁護士がどう支援できるのかをい
くつかのテーマに分けて、説明していきたいと思
います。
　第１回は、長野県弁護士会の中小企業支援対策
部会委員をつとめている私から、弁護士の中小企
業支援一般について、概要を説明したいと思います。
　中小企業のライフサイクルは、主に創業→安定
経営→企業拡大→事業引継の４つの段階に分けら
れています。本稿をお読みいただく会員の皆様は、
既に２番目か３番目のサイクルかと思いますが、
新しく事業を立ち上げるのも一つの創業ですので、
触れておきます。
　第１の創業（新規事業の立ち上げ）段階では、
事業の適法性（業法、消費者保護関連法などの法
的チェック）や賃貸借契約、労働契約等新規契約
や組織体制のチェック等が問題となりますが、こ
れらのチェックや指導、助言に弁護士が関わるこ
とになります。商標等の知的財産権の問題も絡ん
できます。
　第２の安定経営の段階では、様々な法的課題が

出てきます。事業の拡大に伴って取引先との契約
関係や交渉、顧客とのトラブル対応、知的財産権
の管理等が必要になってきます。従業員が増える
とセクシュアルハラスメントやパワーハラスメン
ト等のハラスメント問題、残業や退職等の労働問
題に直面することが増えてきて、社内の内部通報
制度の整備などコンプライアンス体制を構築する
ことも重要な課題となってきます。売掛金の管理
や回収も問題となり、このような場面での弁護士
からの指導や助言が不可欠となります。組合の総
会や株主総会の運営といった場面でもその適法性
や議事運営方法にも目配りをしなければなりませ
んので、弁護士の助言、指導が必要となります。
　第３の企業拡大段階では、他社との業務提携や
Ｍ＆Ａ（合併や事業譲渡等）、海外展開といった課
題に直面することになります。更に、取引も拡大し、
質的にも量的にも取引に対するチェックがより一
層重要になってきます。このような分野では、様々
な分野の専門家や支援機関の協力が必要となり、
弁護士に限らず、専門家の助言を受ける機会が増
加することになります。
　第４の事業引継の段階では、次の世代に如何に
事業を円満に引き継ぐことができるかが大きな課
題となります。日本の中小企業は、今後、多くの
会社において、事業引継なり事業承継が喫緊の課
題になると言われています。親族内や会社内の人
材を後継者とする場合を事業承継、主にＭ＆Ａを
想定した場合を事業引継と言いますが、複雑な内
容にわたる場合もあり、法務及び税務にわたる専
門家の関与が必要不可欠ですので、早めの相談が
何よりも重要です。
　また、あってはならないことですが、事業がう
まくいかなかった場合の対処法も自力での解決は
難しく、弁護士に相談することが重要です。
　このように中小企業のライフサイクルに沿いな
がら、弁護士は皆様の支援にあたっていきます。
どのようにして弁護士に相談を持ちかければいい
かわからないときには、中小企業団体中央会と長
野県弁護士会との間では、法律相談事業に関する
業務委託契約を締結しており、短時間ではありま
すが無料で相談できる態勢が整っていますので、
是非ご利用ください。それ以外にも有料となりま
すが、弁護士会の法律相談センター、ひまわりほっ
とダイヤルの利用や顧問弁護士制度の活用といっ
た様々な方法がありますので、気軽に声をかけて
くださるようお願い致します。

以上

中小企業支援と
弁護士の役割

ห࢜ޢ　ྛ　Ұथ

弁護士の弁護士の弁護士の弁護士の弁護士の弁護士の弁護士の弁護士の弁護士の
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ʂ͍ͩ͘͞༺׆ؒΠϯλーόϧͷಋೖʹ৬ҙࣝվળॿۚΛ͝ۈ
　職場意識改善助成金にʮۈؒΠンターόϧಋೖίーεʯが新設され、平成29年度の事業について申請受付を
開始いたします（事業実施承認は平成29年４月以降となります）。
　働く方の健康確保とワーク・ライフ・バランスを実現するために、職場意識改善助成金（勤務間インターバル導
入コース）を活用して、ʮۈؒΠンターόϧʯを導入しましょう。
※ ʮۈؒΠンターόϧʯとは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息期間」を設けることで、働く方の生活時

間や睡眠時間を確保するものであり、健康の確保や過重労働の防止にも資するものです。

৬ҙࣝվળॿۚ৬ҙࣝվળॿۚ৬ҙࣝվળॿۚ
ؒΠϯλーόϧಋೖίース（৽ઃ）ͷ͝ҊۈؒΠϯλーόϧಋೖίース（৽ઃ）ͷ͝ҊۈؒΠϯλーόϧಋೖίース（৽ઃ）ͷ͝Ҋۈ

ରۀࣄओ

労働者災害補償保険の適用事業主であり、下表のＡまたはＢのいずれかに該当する事業主

※その他の要件等については、都道府県労働局雇用環境・均等部または雇用環境・均等室にご確認ください。

ɹɹɹछۀ ̖ɽࢿຊ·ͨはग़ֹࢿ ̗ɽৗ࣌༻͢Δ࿑ಇऀ
小売業（飲食店を含む） 5,000万円以下 50人以下
サ ー ビ ス 業 5,000万円以下 100人以下
卸 売 業 １億円以下 100人以下
そ の 他 の 業 種 ３億円以下 300人以下

Ռඪ

すべての対象事業場において、休息時間数が９時間以上の勤務間インターバル（※）を導入すること。
※新規に勤務間インターバルを導入すること（新規導入）に加え、以下のケースも助成対象となります。
　・適用範囲の拡大
業であͬͯର࿑ಇऀ͕ॴଐ࿑ಇऀのҎԼであるものにࣄؒイϯタʔόルΛಋೖし͍ͯるۈҎ্のؒ࣌�にط　�　　
͍ͭͯ、ର࿑ಇऀのൣғΛ֦େし、ॴଐ࿑ಇऀのΛ͑る࿑ಇऀΛରͱ͢る߹

　・時間延長
、業に͓͍ͯ、ॴଐ࿑ಇऀのΛ͑る࿑ಇऀΛରͱしͯࣄؒイϯタʔόルΛಋೖし͍ͯるۈະຬのؒ࣌�にط　�　　
߹Ҏ্ͱしたؒ࣌�Ҏ্Ԇ長しͯؒ࣌2

支ֹڅ

成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組（下記参照）に要した経費の一部を支給します。
補助率と上限額については、対象事業場において、「新規導入」に該当するものがある場合は 表１ により、「適
用範囲の拡大」または「時間延長」のみの場合は 表２ により、最も短い休息時間数に応じたものとなります。

                                             （ද̍） ৽نಋೖʹ֘͢Δͷ͕͋Δ߹ （ද̎） ద༻ൣғͷ֦େɾؒ࣌ԆͷΈͷ߹
ؒ࣌ଉٳ 補助率 １企業当たりの上限額 補助率 １企業当たりの上限額
Ҏ্ؒ࣌̕
ະຬؒ࣌11 3／4 40万円 3／4 20万円

Ҏ্ؒ࣌11 3／4 50万円 3／4 25万円

支څରͱͳΔऔ

͓͍合Θͤઌ

いずれか１つ以上実施してください。（注）事業実施承認前の取組は支給対象外となります

長野労働局雇用環境・均等室　℡：026-223-0551

○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発

○外部専門家によるコンサルティング
○労務管理用ソフトウェア・機器の導入・更新
○勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新
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知恵と力を合わせて信州を元気に

第485号　平成29年４月10日発行
購読料年間 3,000 円（消費税・送料込み）
発行人　佐々木正孝

発行所　長野県中小企業団体中央会
　　　　長野市中御所岡田町 131-10
　　　　長野県中小企業会館内４F
　　　　TEL.026-228-1171
印刷所　カシヨ株式会社

月
刊中小企業レポート

2017

4
No.485

☆働きやすい職場環境づくり
　「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」を果
たすとともに「あらゆる差別の撤廃と
人権教育の推進」に邁進しましょう。

地球に優しい企業人の皆様へ
“�あなたにもできる。
　��ライフスタイルの見直しで、
　　　１人１日１kgのCO2 削減”

◎理　事　会

◎通常総代会
※理事・総代の皆様には予め日程調整をお願いします。詳細につきましては後日ご案内致します。

平成29年度  長野県中小企業団体中央会
理事会・通常総代会開催のお知らせ

日時  平成29年４月25日（火）午後１時　 場所  長野市「ホテル信濃路」

日時  平成29年５月23日（火）午後２時　 場所  長野市「ホテルメトロポリタン長野」

　最低賃金の引上げに取り組む中小企業への支援策として、長野県最低賃金総合支援セ
ンターでは、生産性向上等の経営改善と労働時間制度・賃金制度等労働条件管理に関す
る相談を４月３日からスタートしました。
　この事業は、国（長野労働局）の委託事業（専門家派遣･相談等支援事業）として実施
するもので相談に無料で応じるものです。
　当センターには、コーディネーターが常駐しておりますので、お気軽にご相談ください。

　実施期間：平成29年４月３日（月）～平成30年３月30日（金）
　開 設 日：月曜日～金曜日　但し年末年始（12月29日～ １月３日）は除く。
　開設時間：９時00分～ 17時00分（原則）
　　　　　　※開所時間の繰り上げ・閉所時間の繰り下げの日もあります。

長野最低賃金総合相談支援センター
長野市中御所岡田131-10  中小企業会館４F
担当コーディネーター　山田貞吉・菅原宗男

フリーアクセス 0800-800-3028（又はTEL:026-228-1171）

長野県最低賃金総合相談支援センターの
開設について
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